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加
賀
藩
明
倫
堂
の
学
制
改
革
二
）

小

松

周

吉

ま
　
え
　
が
　
き

　
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
国
民
教
育
制
度
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

の

学
制
頒
布
に

よ
っ
て
発
足
し
た
が
、
学
制
の
内
容
は
、
欧
米
に
発
達
し
た
近

代
学
校
制
度
の

文
字
通

り
の
形
態
移
植
で
あ
っ
た
。
移
植
さ
れ
た
学
校
制
度

は
、
明
治
一
〇
年
代
の
自
由
民
権
運
動
と
い
う
経
済
的
政
治
的
要
因
の
規
制
の

も
と
で
反
動
的
な
修
正
を
う
け
、
や
が
て
小
学
校
令
（
一
入
八
六
）
及
び
新
小

学
校
令
（
一
八
九
〇
）
に
よ
っ
て
、
天
皇
制
の
臣
民
教
育
体
制
が
確
立
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
右
の
場
合
、
欧
米
の
学
校
制
度
の
形
態
移
植
を
可
能
に
し
た
そ
の

土
壌

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
徳
川
幕
藩
体
制
下
に
発
達
し
て
き
た
藩
校
や
寺
子

屋
そ

の

他
の

教

育
機
関
の
存
在
と
、
そ
れ
ら
に
よ
る
武
士
や
庶
民
の
教
育
に
関

す

る
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
蓄
積
で
あ
っ
た
。
そ
」
し
て
そ
の
同
じ
土
壌
が
、
明
治

一
〇
年
代
に

お

け
る
教
育
制
度
の
反
動
的
修
正
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
石
川
県
に
っ
い
て
み
る
と
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
加
賀
藩
明

倫
堂
の

学
制

改
革
を
契
機
と
し
て
金
沢
に
一
一
校
の
小
学
所
が
設
立
さ
れ
、
同

五
年
に

は
、
こ
れ
が
石
川
県
全
域
に
拡
大
さ
れ
て
区
学
校
の
設
立
を
み
る
に
い

た

り
、
こ
の
区
学
校
が
学
制
に
よ
る
小
学
校
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
　
そ

こ
で
石
川
県
に
お
け
る
近
代
学
校
の
成
立
と
発
展
の
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
明
治
三
年
の
加
賀
藩
明
倫
堂
の
学
制
改
革
と
金
沢
小
学
所

の

成

立
、
そ
の
区
学
校
へ
の
発
展
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
と

こ
ろ
で
明
治
三
年
の
加
賀
藩
明
倫
堂
の
学
制
改
革
を
う
な
が
し
た
も
の
は
、
も

ち
ろ
ん
維
新
政
府
の
新
政
策
、
と
く
に
各
藩
を
対
象
に
し
た
封
建
体
制
解
体
政

策
で

あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
学
制
改
革
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
幕
末
期
と
く

に

天
保
期
以
降
の
明
倫
堂
の
学
制
改
革
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
教
育
近
代
化

の

諸
要
素
の
蓄
積
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
天
保
期

以

降
の
明
倫
堂
学
制
改
革
を
分
析
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
学
校
近
代
化
の
要

素
が
見
出
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
明
治
三
年
の
明
倫
堂
学
制
改
革
の
研
究

の

前
提
を
準
備
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
学
校
に
関
す
る
身
分
制
的

規
制
の
緩
和
、
初
等
教
育
段
階
の
確
立
過
程
、
教
育
内
容
に
お
け
る
近
代
科
学

の

導
入
の

三
点
に

つ
い

て

と
く
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

　
な
お
本
研
究
の
一
部
と
し
て
明
倫
堂
の
設
立
と
享
和
期
及
び
文
政
期
の
学
制

改

革
に
つ
い
て
の
研
究
を
ま
と
め
て
み
る
と
か
な
り
の
分
量
に
な
り
、
天
保
期

の

学
制
改
革
に
つ
い
て
の
研
究
の
分
と
合
せ
る
と
所
定
の
分
量
を
は
る
か
に
越

え
る
の
で
、
今
回
の
発
表
は
文
政
期
ま
で
の
分
に
止
め
、
天
保
期
の
分
は
次
回

に

発
表
す

る
こ
と
と
し
た
。

一
、

明
倫
堂
の
設
立
と
四
民
教
導

（一）

明
倫
堂
の
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
な
が

　
加
賀
藩
の
明
倫
堂
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
第
一
一
代
藩
主
前
田
治
脩
（
延
享

二
年
〔
一
七
四
五
〕
ー
文
化
七
年
〔
一
八
一
〇
〕
）
の
治
世
、
寛
政
四
年
二

七
九

二
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
学
校
造
営
の
計
画
は
、
第
五
代
藩
主
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つ
な
の
り

前
田
綱
紀
（
寛
永
二
〇
年
三
六
四
三
〕
1
享
保
九
年
〔
一
七
二
四
〕
）
の
時

代
に

始
ま
る
。

　
綱
紀
は
、
単
に
加
賀
藩
主
歴
代
を
通
じ
て
ば
か
り
で
な
く
、
数
あ
る
近
世
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

大
名
の
な
か
で
も
ま
れ
に
み
る
名
君
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
藩

主
か

ら
継
承
し
た
課
題
で
あ
る
改
作
法
を
完
結
し
て
土
地
及
び
租
税
制
度
を
確

　
　
　
　
ち
よ
う

立

し
、
ま
た
長
家
（
外
様
の
老
臣
）
領
鹿
島
半
郡
を
接
収
し
て
藩
政
の
統
一
と

領
主
権
の
集
中
を
完
成
し
た
。
ま
た
職
制
に
つ
い
て
も
、
大
年
寄
（
大
老
と
も

い

う
）
・
年
寄
役
（
家
老
と
も
い
う
）
・
若
年
寄
を
も
っ
て
御
用
部
屋
を
構
成

し
、
こ
れ
を
最
高
政
庁
と
す
る
藩
主
親
政
の
体
制
を
確
立
し
た
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
綱
紀
の
文
教
政
策
で
あ
る
。
綱
紀
は
、
儒
学
・
和
学

・

本
草
学
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
多
数
の
学
者
・
文
人
を
招
禄
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
が
わ

が
、
な
か
で
も
儒
学
の
松
永
永
三
、
木
下
順
庵
、
五
十
川
剛
伯
、
室
鳩
巣
、
国

学
・
神
道
の
田
中
一
閑
、
本
草
学
の
稲
若
水
な
ど
は
そ
の
最
も
著
名
な
も
の
で

あ
る
。
と
き
の
将
軍
は
こ
れ
ま
た
好
学
の
綱
吉
で
あ
っ
た
か
ら
、
綱
紀
は
よ
く

そ
の
講
莚
に
列
す
る
と
と
も
に
、
し
ば
し
ば
大
学
・
論
語
な
ど
を
講
じ
て
将
軍

を

感
嘆
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
綱
紀
の
文
教
政
策
の
な
か
で
最
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
井
白
石

が

「
加
州
は
天
下
の
書
府
な
り
」
と
う
ら
や
ん
だ
図
書
の
収
集
で
あ
る
。
数
人

の

書
物
奉
行
を
お
き
、
朝
廷
・
幕
府
・
公
卿
・
大
名
、
そ
の
他
各
地
の
古
社
寺

・
諸
名
家
・
蔵
書
家
に
書
物
調
奉
行
を
派
遣
し
て
、
和
・
漢
・
洋
に
わ
た
っ
て

良
書
を

求
め
さ
せ
た
。
ま
た
綱
紀
は
愛
書
家
で
あ
る
と
同
時
に
研
究
者
で
あ

り
、
そ
の
著
作
も
、
桑
華
字
苑
・
神
笈
叢
書
・
歴
代
叢
書
・
大
明
律
書
資
講
．

南
朝
実
録
・
加
越
能
名
蹟
記
な
ど
一
二
二
部
に
達
し
て
い
る
。

　
綱
紀

は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
五
十
川
剛
伯
を
明
儒
朱
舜
水
に
託
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
教
学
の
法
を
研
究
さ
せ
、
他
日
の
学
校
開
設
に
備
え
た
と
い
わ
れ
る
。
さ

ら
に
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
二
月
、
か
ね
て
か
ら
意
図
し
て
い
た
「
大
願
十

事
」
を
「
改
書
」
し
て
自
ら
そ
の
志
を
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

願
の

第
九
に

「
先
聖
殿
並
学
校
造
営
事
」
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

　

こ
の
よ
う
に
し
て
綱
紀
に
は
学
校
創
設
の
計
画
が
あ
り
、
し
か
も
彼
の
行
政

的

手
腕
と
、
多
数
の
学
者
・
文
人
の
招
禄
、
和
・
漢
・
洋
に
わ
た
る
多
数
の
書

籍
の
集
積
と
い
う
条
件
を
合
せ
考
え
る
と
、
こ
の
計
画
実
現
の
可
能
性
は
十
分

で

あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
時
代
に
は
、
学
校
造
営
の
事
業
は
遂
に
着
手
さ
れ
な

か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
み
ち

　
つ
い
で
第
一
〇
代
藩
主
前
田
重
教
（
寛
保
元
年
〔
一
七
四
一
〕
ー
天
明
六
年

〔
一
七
八

六
〕
）
も
、
綱
紀
の
意
志
を
継
承
し
て
学
校
造
営
を
意
図
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
と
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
六
月
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
治
脩
の
親
翰
に
よ

っ

て

明
ら
か
で
あ
る
。

　
六
月
廿
三
日
左
之
通
御
親
翰
被
渡
下

　
泰
雲
院
殿
（
第
一
〇
代
藩
主
前
田
重
教
ー
筆
者
）
学
校
被
仰
付
候
思
召
有
之
候
処
、
其

　
内
御
逝
去
被
成
候
。
其
後
手
前
も
思
召
之
通
申
付
度
存
居
候
へ
ど
も
、
入
用
等
心
当
も

　
無
之
、
空
敷
打
過
候
。
今
般
新
井
白
蛾
召
出
候
上
者
、
学
校
作
方
等
及
愈
議
、
過
分
入

　

用
も
か
か
り
不
申
候
は
ゴ
、
右
思
召
を
継
学
校
申
付
、
白
蛾
儀
弥
人
品
宜
候
へ
ば
、
学

　
頭
に

可
申
付
内
意
に
候
間
、
此
段
先
為
心
得
申
聞
置
候
条
、
各
兼
而
夫
々
し
ら
べ
置
、

　
追
々
可
被
相
窺
事
。

　

同
時
に
右
の
親
翰
に
よ
っ
て
、
治
脩
が
、
新
井
白
蛾
を
招
聰
し
て
学
校
の
組

織
を

立
案
さ
せ
、
も
し
多
額
の
経
費
を
要
し
な
い
な
ら
ば
学
校
造
営
に
着
手

し
、
白
蛾
に
学
頭
を
命
ず
る
こ
と
を
内
定
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
明
倫
堂
は
寛
政
三
年
一
〇
月
着
工
し
て
翌
年
三
月
二
日
治
脩
親
臨
し

て

開
校
の
式
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
一
　
四
民
教
導
と
加
賀
藩
の
身
分
制

　
　
　
　
（

　
開
校
に
さ
き
だ
つ
閏
二
月
六
日
、
治
脩
は
諸
士
及
び
庶
民
に
対
し
つ
ぎ
の
よ

う
に
就
学
を
勧
奨
し
て
い
る
。

　
為
四
民
教
導
、
泰
雲
院
殿
学
校
可
被
仰
付
御
内
意
候
処
、
御
逝
去
に
付
、
今
般
右
思
召

　

を
継
文
武
之
学
校
申
付
候
。
依
之
新
井
白
蛾
儀
学
頭
申
付
、
其
外
諸
芸
師
範
人
等
右
用

　

追
々
可
申
付
候
条
、
諸
士
は
勿
論
町
・
在
之
者
迄
茂
、
志
次
第
学
校
へ
罷
出
習
学
可
仕

　

候
右
之
趣
一
統
可
被
申
渡
事
。

　
　
　
　
寛
政
四
年
閏

二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
御
朱
印
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今
般
御
書
立
を
以
被
仰
出
之
趣
写
相
達
候
条
、
拝
見
候
而
奉
得
其
意
、
志
次
第
学
校
へ

罷
出
、
習
学
可
仕
事
。
右
之
趣
被
得
其
意
、
組
・
支
配
之
人
々
へ
も
可
被
申
聞
候
。
組

等
之
内
裁
許
有
之
人
々
者
、
其
支
配
へ
も
相
達
候
様
被
申
聞
、
尤
同
役
中
可
有
伝
達
候

事
。　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
壬
子
閏
二
月

　

こ
こ
に
は
、
学
校
の
目
的
が
「
四
民
教
導
」
の
た
め
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

四
民

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
士
・
農
・
工
・
商
の
身
分
を
指
し
て
い
る
が
、

「
四
民
教
導
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
身
分
制
を
超
え
て
学
校
が
士
民
平
等
に
解

放

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
幕
藩
体
制
の
も
と
に
お
け
る
身
分
制
は
、
領
主
的
土
地
所
有
を
土
台
と
し
て

成
立
す

る
領
主
（
武
士
）
対
農
民
の
階
級
関
係
を
階
級
対
立
と
し
て
露
呈
せ
し

め

な
い
た
め
に
創
出
さ
れ
た
政
治
制
度
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
身
分
制

は
幕
藩
体
制
の
政
治
的
根
幹
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
幕
藩
体
制
下
の

藩
校
に
お
い
て
、
も
し
四
民
が
そ
の
身
分
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
平
等
の
教
育
を

与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
学
校

の

近
代
化
が
、
学
校
に
お
け
る
教
育
内
容
・
就
学
関
係
・
教
師
と
被
教
育
者
の

関
係
な
ど
の
身
分
制
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
を
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
上
記
の
ご
と
き
藩
校
に
お
け
る
矛
盾
は
、
そ
れ
自
体
藩
校
近
代
化

の

過
程

を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

で
は

明
倫
堂
に
お
け
る
「
四
民
教
導
」
の
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た

の

だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
近
代
化
の
過
程
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ

う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
明
倫
堂
の
一
か
月
間
の
学
習
課
程

表
で

あ
る
「
毎
月
習
学
之
割
」
を
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
予
備
知
識
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
、
加
賀
藩
家
臣
団
の
身
分
制
に
つ
い
て
概
略
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
み
え

　
加
賀
藩
の
家
臣
団
は
、
家
格
の
上
で
は
藩
主
に
直
接
拝
謁
で
き
る
「
お
目
見
」

以
上

（御
眠
近
の
侍
）
と
「
お
目
見
」
以
ド
に
わ
け
ら
れ
、
前
者
は
封
禄
と
し

て

知
行
地
が
与

え
ら
れ
た
が
、
後
者
は
多
く
の
場
合
現
米
で
支
給
さ
れ
る
扶
持

米
取
り
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
「
お
目
見
」
以
上
の
う
ち
、
家
格
の
最
も
高
く
封
禄
の
最
も
多
い
も
の

　
は
つ
か

に

八
家
が
あ
る
。
本
多
・
横
山
・
長
・
村
井
・
前
田
両
家
及
び
，
奥
村
両
家
が
こ

れ
で

あ
り
、
そ
の
禄
高
は
一
五
、
○
○
○
石
か
ら
、
五
〇
、
○
○
○
石
ま
で
で

あ
っ
た
。
入
家
は
大
年
寄
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
七
人
は
つ
ぎ
に
述
べ

る
人
持
の
士
を
七
隊
に
分
け
て
、
各
一
隊
の
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
他
八
家

は
、
公
儀
御
用
・
金
沢
及
び
小
松
城
代
・
勝
手
方
御
用
主
附
（
藩
の
財
政
担

当
）
・
学
校
方
御
用
主
附
・
海
防
方
な
ど
に
選
任
さ
れ
た
。

　
八
家
に
っ
ぐ
も
の
は
人
持
組
で
あ
る
。
そ
の
数
七
〇
家
を
数
え
、
禄
高
は

一
、

○
○
○
石
か
ら
一
四
、
○
○
○
石
ま
で
あ
っ
た
。
人
持
中
よ
り
年
寄
と
若

年

寄
が
選
任
さ
れ
、
大
年
寄
と
と
も
に
最
高
政
庁
で
あ
る
御
用
部
屋
を
組
織

し
、
藩
の
政
令
は
す
べ
て
こ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
。
年
寄
及
び
若
年
寄
は
そ
れ

ぞ
れ
三
人

で
、
小
松
城
代
・
学
校
方
御
用
主
附
・
勝
手
方
御
用
主
附
は
人
持
か

ら
も
選
任
さ
れ
た
。
そ
の
他
小
松
城
番
・
御
寺
方
名
代
・
江
戸
御
留
守
居
・
寺

社
奉
行
・
公
事
場
奉
行
・
御
奏
者
番
・
大
横
目
・
出
銀
奉
行
・
定
火
消
・
所
々

請
取
火
消
な
ど
は
み
な
人
持
の
士
か
ら
選
任
さ
れ
、
御
算
用
場
奉
行
・
御
近
習

御
用
・
魚
津
在
住
・
今
石
動
、
氷
見
、
城
端
支
配
な
ど
も
ま
た
平
士
か
ら
と
と

も
に
人
持
の
士
か
ら
選
任
さ
れ
た
。

　
人
持
に
つ
ぐ
も
の
が
平
士
で
あ
る
。
平
士
は
人
持
組
に
つ
ぐ
士
分
の
大
部
分

で
、
禄
高
は
五
〇
石
か
ら
二
、
○
○
○
石
ま
で
で
お
よ
そ
一
、
四
〇
〇
余
家
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
み
は
ず
れ

あ
っ
た
。
平
士
は
定
番
馬
廻
・
馬
廻
・
小
将
・
組
外
の
諸
組
に
分
か
れ
、
小
将

（他
藩
の
小
姓
に
あ
た
る
）
は
さ
ら
に
大
小
将
・
表
小
将
・
奥
小
将
に
分
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち

て

い

た
。
さ
ら
に
平
士
に
準
ず
る
も
の
に
新
番
組
（
新
番
歩
）
が
あ
り
、
儒
者

・

医
者
・
茶
道
頭
・
坊
主
頭
も
ま
た
平
士
並
の
待
遇
を
う
け
た
。

　
平
士
か

ら
選
任
さ
れ
る
勤
役
の
主
な
る
も
の
は
、
諸
頭
及
び
組
支
配
（
定
番

頭
・
定
番
頭
並
〔
御
近
習
御
用
〕
・
御
馬
廻
頭
・
御
馬
廻
頭
並
・
御
小
将
頭
・

魚
津
在
住
・
今
石
動
、
氷
見
、
城
端
・
新
番
頭
・
御
歩
頭
・
御
持
筒
頭
・
御
持

弓
頭
な
ど
）
、
頭
分
兼
役
及
び
臨
時
職
支
配
（
御
算
用
場
奉
行
・
御
近
習
御
用

・
御
近
習
頭
・
学
校
方
御
用
・
御
射
手
裁
許
な
ど
）
、
諸
士
諸
奉
行
（
御
領
地

三
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方
御
用
・
改
作
奉
行
・
御
武
具
奉
行
な
ど
）
、
遠
所
奉
行
（
小
松
町
奉
行
・
高

岡
町
奉
行
・
魚
津
町
奉
行
な
ど
）
、
諸
場
御
横
目
（
公
事
場
御
横
目
・
御
算
用

場

御
横
目
な
ど
）
、
そ
の
他
御
勝
手
方
御
用
、
江
戸
御
広
式
御
用
人
、
三
十
人

組
頭
、
御
茶
道
頭
、
御
坊
主
頭
な
ど
の
諸
役
で
あ
る
。

　
つ

ぎ
に
「
お
目
見
」
以
下
で
は
ま
ず
与
力
が
あ
る
。
与
力
は
そ
の
所
属
に
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち

り
、
本
組
・
明
組
・
諸
組
附
・
遠
所
附
・
寄
親
附
な
ど
が
あ
っ
た
、
つ
ぎ
に
歩

で

あ
る
が
こ
れ
に
は
定
番
御
歩
と
六
組
御
歩
と
が
あ
っ
た
。
　
「
お
目
見
」
以
下

に

は
、
そ
の
ほ
か
算
用
者
・
料
理
人
・
細
工
者
・
同
心
・
足
軽
・
坊
主
及
び
武

家
奉
公
人

で

あ
る
仲
間
・
小
者
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

さ
て
以
上
が
加
賀
藩
家
臣
団
に
お
け
る
家
格
と
身
分
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ

の

よ
う
な
複
雑
な
身
分
制
は
明
倫
堂
の
規
程
や
学
習
課
程
の
上
に
ど
の
よ
う
に

反
映

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
三
　
明
倫
堂
の
教
育
内
容
と
出
席
者

　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

寛
政
四

年
六
月
制
定
さ
れ
た
明
倫
堂
の
「
定
」
及
び
「
毎
月
学
習
之
割
」
は

つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
一
、
父
子
有
親
。
君
臣
有
義
。
夫
婦
有
別
。
長
幼
有
序
。
朋
友
有
信
。
学
校
の
お
し
へ

　
は
此
五
倫
に
止
り
て
、
人
々
其
身
に
行
ひ
、
各
其
職
分
の
な
す
べ
き
事
を
お
こ
た
ら
ず

　
つ
と
め
は
げ
む
べ
き
事
。

　
一
、
師
長
に
被
仰
付
候
人
々
は
、
其
役
不
軽
候
へ
ば
、
先
其
身
を
正
し
く
心
得
教
導
す

　
べ
し
。
学
徒
志
之
浅
深
、
才
器
之
甲
乙
に
し
た
が
ひ
、
ね
む
ご
ろ
に
示
諭
す
べ
し
。
仮

　
令
不
器
の
徒
た
り
と
も
、
丁
寧
に
教
諭
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
強
而
お
し
へ
に
不
従
の
輩

　
は

学
校
御
役
人
へ
可
相
達
事
。

　
一
、
習
学
之
輩
は
貴
賎
と
な
く
、
学
頭
・
助
教
等
之
教
導
に
従
ひ
、
無
怠
惰
勤
学
し
、

　
各
其
職
分
を
全
く
心
懸
候
儀
肝
要
た
る
べ
き
事
。

　
一
、
講
習
は
聖
経
賢
伝
を
本
と
し
、
諸
賢
諸
儒
正
説
を
も
兼
読
し
、
又
本
朝
先
哲
の
書

　
も
其
正
し
き
を
撰
て
用
ゆ
べ
し
。
異
端
邪
説
等
、
聖
経
に
害
あ
る
の
書
は
一
切
禁
ぜ
ら

　
れ
候
。
此
外
歴
史
・
諸
子
・
詩
文
集
等
之
得
手
に
し
た
が
ひ
会
読
等
す
べ
し
。
和
学
・

四

天
文
・
歴
学
・
算
法
・
医
学
等
は
別
に
其
師
を
被
仰
付
事
。

一
、

諸
生
を
御
養
被
成
候
は
、
三
年
に
て
学
業
上
達
不
仕
者
は
学
校
を
出
す
べ
し
。
師

長
の
教
に
不
従
者
、
三
年
に
不
満
と
も
指
置
ま
じ
く
候
。
若
今
暫
相
学
び
学
業
す
す
み

可
申
程
之
者
は
、
三
年
を
通
過
候
と
も
御
養
ひ
可
被
成
候
。
尤
毎
年
諸
生
之
学
業
等
考

へ
試
み
、
相
応
え
賞
罰
あ
る
べ
き
事
。

一、

惣
而
礼
義
正
敷
心
得
、
言
語
進
退
着
座
之
次
第
等
急
度
慎
べ
き
事
。

一、

講
書
聴
聞
中
居
眠
り
、
或
無
益
雑
談
、
或
無
用
に
座
を
立
、
或
扇
つ
か
ひ
等
堅
く

仕
ま
じ
き
事
。

一
、

師
長
之
優
劣
、
講
述
之
善
悪
批
判
仕
ま
じ
き
事
。

一、

才
器
学
力
有
之
と
も
、
無
礼
緩
怠
之
所
行
候
者
学
校
を
出
す
べ
き
事
。

一、

不
忠
不
義
之
輩
、
其
断
な
く
み
だ
り
に
学
校
へ
入
候
者
、
早
速
し
り
ぞ
け
可
申

候
。
若
先
非
々
を
悔
、
習
学
相
望
者
は
、
其
実
情
を
と
く
と
見
届
教
導
す
べ
き
事
。

一、

学

頭
　
　
　
　
一
人

経
伝
を
講
じ
、
学
者
を
教
導
し
、
学
徒
才
徳
之
考
試
・
課
程
等
を
可
掌
事
。

一、

都

講
　
　
　
　
一
人

助
教
・
読
師
等
講
述
之
当
否
を
論
じ
、
聾
学
校
之
法
式
等
を
た
だ
す
べ
き
事
。

一

、
助
教
　
　
　
　
七
人
　
諸
生
之
多
少
に
よ
り
増
減
あ
る
べ
し

諸
書
を
講
述
し
、
諸
生
等
教
導
、
学
頭
之
助
を
す
べ
き
事
。

一、

読

師
　
　
八
人
前
に
同
じ

句
読
を
授
け
、
手
　
を
学
ば
せ
、
幼
学
之
指
南
第
一
に
い
た
し
、
且
又
講
述
も
す
べ
き

事
。一

、

諸
生
之
内
よ
り
毎
日
二
人
順
番
を
た
て
、
講
堂
等
之
掃
除
、
筆
硯
等
之
飾
、
且
又

火
之
元
等
を
も
見
廻
る
べ
き
事
。

毎
月
習
学
之
割

朔
　
望
　
　
　
　
　
　
　
四
時
よ
り
医
学
・
本
草
学

　
二
七
講
日
、
朝
四
時
夕
八
時

一
番
　
二
　
　
日
　
　
　
朝
大
学
章
句
、
夕
論
語

五四三二
番番番番

二十十七
士七二

日日日日

朝
古
易
断
、
夕
孟
子

朝
小
学
、
夕
孝
経

朝
大
学
章
句
、
夕
論
語

朝
古
易
断
、
夕
孟
子
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六
番
　
二
十
七
日
　
　
　
朝
小
学
、
夕
孝
経

　
三
八
和
学
等
、
朝
五
半
時
夕
八
時

三
　
　
日

八
　
　
日

十

三

日

十

八

日

二
十
三
日

二
十
八
日

四
九
課
日

朝
令
、
夕
算
学

朝
和
学
、
夕
礼
法

朝
天
文
・
歴
学

朝
礼
法

朝
天
文
・
歴
学
、
夕
算
法

朝
和
学
、
夕
令

十
五
日
之
外
五
・
十
　
　
朝
五
半
時
よ
り
八
時
迄
習
学

一
・

六
　
　
　
　
　
　
　
朝
五
半
時
よ
り
八
時
迄
習
学

　
ま
ず
明
倫
堂
の
教
育
目
標
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
定
」
の
冒
頭
に
「

学
校
の
お
し
え
は
此
五
倫
に
止
り
て
」
と
あ
る
ご
と
く
五
倫
道
徳
の
実
践
に
あ

っ

た
。
し
た
が
っ
て
教
育
内
容
は
、
　
「
毎
月
習
学
之
割
」
に
み
ら
れ
る
ご
と
く

儒
学
に
重
点
を
お
き
、
こ
れ
に
和
学
・
律
令
・
天
文
学
・
暦
学
・
算
学
・
礼
法
・

医
学

（
漢

医
）
・
本
草
学
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
儒
学
は
朱
子
学
を
奉
じ

て

い

る
こ
と
は
、
明
倫
堂
に
朱
子
の
白
鹿
洞
院
掲
示
の
榜
を
掛
け
て
い
る
こ
と

か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
定
」
の
は
じ
め
に
か
か
げ
ら
れ
た
父
子
有
レ
親
以

下
の
五
倫
は
、
こ
の
白
鹿
洞
書
院
掲
示
冒
頭
の
「
五
教
之
目
」
で
あ
る
こ
と
は

い

う
ま
で
も
な
い
。
な
お
寛
政
六
年
、
明
倫
堂
で
は
経
書
の
訓
点
に
つ
い
て
四

書
は

闇
斎
点
、
五
経
は
後
藤
点
と
統
一
さ
れ
て
い
る
。
朱
子
学
が
身
分
制
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
藩
校
の
中
心
に
す
え
ら
れ
る
こ
と

は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
つ

ぎ
に
四
書
・
五
経
の
素
読
を
修
了
し
た
も
の
に
会
読
（
輪
講
）
を
課
し
た

が
、
そ
の
定
日
を
課
日
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
毎
月
習
学
之
割
」
に
あ
る

「
四
九
課

日
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
「
定
」
に
「
此
外
歴
史
・
諸
子
・
詩
文
集
等
之

得
手
に

し
た
が
い
会
読
す
べ
し
」
と
あ
り
、
ま
た
寛
政
四
年
六
月
の
「
時
間
割

　　
　

覚
」
の
な
か
に
、
　
「
毎
月
六
日
程
課
日
を
相
極
置
、
歴
史
之
会
読
、
且
詩
文
章

之
類
を

相
勤
、
是
を
以
、
才
学
之
す
s
み
を
相
試
可
レ
申
候
事
」
と
あ
る
か

ら
、
歴
史
や
詩
文
に
つ
い
て
の
会
読
が
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し

会
読
の

出
席
者
に
つ
い
て
、
ま
た
会
読
が
実
際
に
ど
の
程
度
行
な
わ
れ
た
か
に

っ
い

て

は

不
明
で
あ
る
。
も
と
も
と
朱
子
学
派
は
教
育
方
法
と
し
て
講
釈
（
講

書
）
を
重
視
し
た
が
、
こ
の
講
釈
中
心
の
教
育
方
法
に
反
対
し
て
会
読
を
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
た
の
は
古
学
派
の
荻
生
狙
休
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
創
立
当
初
の
明
倫
堂

の

諸
規
程
が
、
会
読
に
つ
い
て
立
ち
い
っ
た
規
定
を
し
て
い
な
い
の
は
、
朱
子

学
を
奉
ず
る
立
場
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
「
毎
月
習
学
之
割
」
の
な
か
の
「
五
・
十
」
及
び
「
一
・
六
」
の
日
の

習
学
は
素
読
の
学
習
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
つ

ぎ
に
寛
政
四
年
六
月
一
四
日
の
「
覚
」
に
よ
る
と
、
講
日
の
出
席
者
の
身

分
に

応

じ
た
区
分
は
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

覚

　
講
日
一
番
（
二
　
日
）
　
朝
　
人
持
頭
分
井
子
弟
共
、
御
近
習
ノ
面
々
朝
タ
ノ
内
勝
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
第
罷
出
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夕
御
小
将
六
組
井
子
弟
共
。
但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
次
ノ
講
日
可
罷
出
事
。

　
講
日
二
番
（
七
　
日
）
　
朝
　
御
馬
廻
六
組
井
子
弟
共
。
但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
当
日
夕
可
罷
出
候
事
。
御
近
習
ノ
面
々
朝
タ
ノ
内
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
次
第
可
罷
出
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夕
二
日
御
用
等
ニ
テ
不
罷
出
人
持
頭
分
聾
御
馬
廻
四
組
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
弟
共
。
但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面
々
者
次
之
講
日
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

可
罷
出
事
。

　
講
日
三
番
（
一
二
日
）
　
朝
　
御
馬
廻
二
組
井
子
弟
共
。
定
番
御
馬
廻
六
組
子
弟
共
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面
々
者
当
日
夕
可
罷
出
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夕
　
定
番
御
馬
廻
二
組
井
子
弟
共
。
組
外
四
組
井
子
弟
共
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
、
面
々
者
次
之
講
日
朝
可
罷
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
。

　
講
日
四
番
（
一
七
日
）
　
朝
　
寺
社
奉
行
支
配
之
平
士
・
御
射
手
・
御
異
風
・
御
医
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

新
番
組
・
御
歩
聾
右
子
弟
、
井
諸
小
頭
・
与
力
聾
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弟
共
。
但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面
々
者
、
当
日
夕
可
罷

五
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出
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
御
歩
井
御
歩
並
聾
子
弟
共
。
但
御
用
等
ニ
テ
難
罷
出
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
者
次
之
講
日
朝
可
罷
出
事
。

　
講
日
五
番
（
廿
二
日
）
　
朝
　
陪
臣
・
給
人
等
聾
子
弟
共
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
足
軽
・
坊
主
・
小
者
・
聾
子
弟
共
。

　
講
日
六
番
（
廿
七
日
）
　
朝
　
町
在
之
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
此
所
明
置
数
多
候
テ
残
候
分
等
其
節
相
加
可
申
候
。

　
　
朝
四
時
揃
夕
八
時
揃

　

こ
の
よ
う
に
講
書
の
聴
聞
人
は
、
人
持
・
頭
分
よ
り
足
軽
・
小
者
あ
る
い
は

陪
臣
に
い
た
る
ま
で
、
藩
士
の
身
分
に
従
っ
て
そ
の
出
席
す
べ
き
講
日
が
は
っ

き
り
と
き
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
講
書
は
月
一
一
回
行
な
わ
れ
て
い
る

が
、
各
人
が
聴
聞
で
き
る
の
は
わ
ず
か
に
月
一
回
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ

は
成
人

と
未
成
年
者
の
同
席
し
て
の
聴
聞
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
講
書

は
、
未
成
年
者
を
対
象
と
し
て
そ
の
発
達
を
促
が
す
教
育
活
動
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
成
人
を
対
象
と
し
た
教
養
活
動
、
つ
ま
り
成
人
講
座
で
あ
っ
た
と

い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
明
倫
堂
の
講
書
は
、
昌
平
坂
学
問
所
が
幕
府

直
参
の
諸
士
を
対
象
に
し
て
行
な
っ
た
「
御
座
敷
講
釈
」
に
近
い
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
つ

ぎ
に
「
町
在
之
者
」
に
対
し
て
講
書
聴
聞
が
許
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
月
一
回
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
の
「
町
在
之
者
」
は
庶
民
一

般
で

は

な
く
、
町
在
の
役
人
層
を
指
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し

た

治
脩
の
「
為
四
民
教
導
云
々
」
の
就
学
勧
奨
の
達
が
出
さ
れ
た
さ
い
、
　
「
能

州

四

郡

御
扶
持
十
村
中
」
に
対
し
「
右
之
通
（
治
脩
の
就
学
勧
奨
の
達
－
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

者
）
申
来
候
条
、
得
其
意
、
罷
出
度
者
有
之
候
は
父
、
日
限
迄
可
書
出
候
」
と

達
せ

ら
れ
て
い
る
。
十
村
と
は
他
藩
で
い
う
大
庄
屋
の
こ
と
で
、
農
民
身
分
で

は

あ
る
が
藩
行
政
の
在
村
末
端
機
関
で
あ
っ
た
。
講
書
聴
聞
を
許
さ
れ
た
「
町

在
之
者
」
と
は
、
こ
の
十
村
層
の
庶
民
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
ほ
ぼ
間
違
い
な

い

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
　
「
為
四
民
教
導
」
を
目
的
と
し
た
明
倫
堂
も
、

六

け
っ
し
て
身
分
制
を
超
え
て
四
民
に
解
放
さ
れ
た
学
校
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は

あ
く
ま
で
藩
士
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
身
分
制
道
徳
た
る
五
倫
の
実
践
を

め

ざ
し
、
　
「
各
其
職
分
の
な
す
べ
き
事
を
お
こ
た
ら
ず
つ
と
め
は
げ
む
べ
き

事
」
を
教
導
す
る
教
化
機
関
と
し
て
の
性
格
の
強
い
学
校
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ

て

講
書
聴
聞
の
日
割
な
ど
学
校
運
営
全
般
が
、
身
分
制
に
よ
っ
て
厳
し
く
規

制
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
身
分
制
学
校
は
、
近

代
的
教
育
観
の
成
長
を
は
ば
む
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
対
象
の
無
限
の

可
能
性
を

前
提
と
す
る
近
代
教
育
観
と
、
人
は
天
理
に
よ
っ
て
そ
の
分
限
が
定

め

ら
れ
て
い
る
と
す
る
朱
子
学
的
身
分
制
観
と
は
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
つ

ぎ
に
儒
学
以
外
の
和
学
・
天
文
学
・
算
学
・
医
学
な
ど
に
つ
い
て
の
学
習

と
そ
の
定
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
稽
古
及
び
稽
古
日
と
呼
び
、
儒
学
の
場
合
の
講
書

聴
聞
及
び
講
日
と
区
別
し
た
。
そ
の
稽
古
日
の
出
席
者
に
つ
い
て
、
講
日
の
場

合
の
よ
う
に
身
分
的
制
約
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

　
明
倫
堂
で
は
素
読
・
講
書
（
講
釈
）
・
会
読
と
い
う
教
育
方
法
が
採
用
さ
れ

て

い

る
。
　
「
こ
の
時
代
（
江
戸
時
代
－
筆
者
）
中
期
ま
で
の
通
念
で
は
、
学
校

は

学
問
の
府
で
あ
っ
た
か
ら
、
学
問
へ
の
準
備
に
す
ぎ
な
い
素
読
教
育
は
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

校
に
と
っ
て
は
第
二
義
的
な
、
附
属
的
な
仕
事
で
し
か
な
か
っ
た
。
」
と
い
わ

れ
て

い

る
が
、
明
倫
堂
に
お
け
る
素
読
の
地
位
も
、
ま
っ
た
く
第
二
義
的
な
も

の

で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昌
平
坂
学
問
所
の
場
合
は
、
幕
末
期
に
は
素
読
所
・

復

習
所
・
初
学
所
と
い
う
一
連
の
初
等
教
育
段
階
の
組
織
化
が
進
行
し
て
い

る
。
明
倫
堂
の
場
合
、
幕
末
期
以
降
に
い
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
初
等
教
育
機
関

へ
の

発
達
の

過
程
が
み

ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
は

何
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
本
研
究
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
享
和
期
以
降
の
学
制
改
革
の
分
析
の
な
か
で
逐
次
ふ

れ
て

い
き
た
い
。

（四）

明
倫
堂
設
立
の
歴
史
的
背
景

さ
て
、
明
倫
堂
の
造
営
が
着
手
さ
れ
た
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
は
、
綱
紀
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が

「
大
願
十

事
」
を
「
改
書
」
し
て
学
校
造
営
の
意
図
を
示
し
た
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
か
ら
数
え
て
百
年
目
で
あ
っ
た
。
綱
紀
が
は
じ
め
て
計
画
し
た
学

校
の
造
営
が
百
年
を
経
過
し
て
よ
う
や
く
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
綱
紀
の
時
代
、
学
校

造
営
の
た
め
の
諸
条
件
は
か
な
り
整
っ
て
い
た
。
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
藩
財

政
の
問
題
で
あ
る
。
で
は
藩
財
政
の
上
か
ら
み
て
元
禄
期
と
寛
政
期
と
で
は
ど

ん

な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
元
禄
期
は
加
賀
藩
史
の
上
で
は
創
始
期
に
つ
ぐ
恢
弘
期
と
い
わ
れ
る
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

属
す
る
が
、
藩
財
政
は
窮
乏
へ
の
歩
み
を
一
歩
も
二
歩
も
踏
み
出
し
て
い
た
。

延
宝
期
（
一
六
七
〇
年
代
）
に
は
諸
士
の
負
債
総
額
二
〇
、
○
○
○
貫
目
に
達

し
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
は
、
藩
は
一
五
か
年
賦
無
利
子
の
貸
銀
を
許

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
江
戸
の
本
郷
邸
に
大

修
築
を
ほ
ど
こ
し
て
壮
麗
な
邸
宅
に
仕
上
げ
、
さ
ら
に
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇

二
）
に
は
、
将
軍
綱
吉
の
御
成
り
を
迎
え
る
た
め
に
、
本
郷
邸
に
棟
数
四
八
、

建
坪
三
、
O
O
O
坪
と
い
う
広
大
な
御
成
御
殿
を
建
築
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

大
消
費
は
と
て
も
藩
財
政
で
ま
か
な
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
国
元
・

江
戸
・
京
都
の
商
人
か
ら
元
利
二
二
、
○
○
○
貫
目
の
借
銀
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

　

ま
た
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
風
水
害
、
正
徳
二
年
（
一
七
二
一
）
の
虫

害
に
よ
る
米
の
減
収
も
大
き
か
っ
た
。
そ
の
上
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
三
月

金
沢
大
火
、
同
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
一
一
月
江
戸
大
火
、
宝
永
六
年
（
一
七

〇

九
）
三
月
金
沢
大
火
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
三
月
江
戸
大
火
と
あ
い
つ

い

で
火
災
に

見
舞
わ
れ
て
い
る
。
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
か
ら
同
入
年
ま
で

の
、
幕
令
に
よ
る
高
山
出
兵
に
よ
る
失
費
も
あ
る
。
こ
う
し
た
災
害
や
出
兵
の

た

め

に

藩
の
借
金
も
増
大
し
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
は
元
利
合
計
二

二
、
　
一
八
四
貫
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
綱
紀
の
時
代
藩
財
政
は
か
な
り
苦
し
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は

確
か

で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
ま
だ
金
沢
城
中
に
は
藩
祖
利
家
以
来
蓄
積
さ

れ
た

貯
銀
が
一
〇
万
貫
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
借
銀
の
途
も
あ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
上
記
の
よ
う
な
大
消
費
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
財

政
面
か

ら
み
て
学
校
の
造
営
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
状
態
で

は
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
寛
政
期
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
元
禄
期
以
降
藩
財
政
は
苦

し
く
な
る
ば
か
り
で
、
借
金
は
鰻
上
り
に
増
大
し
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
重
教

の

宝
暦
五
年

（
一
七
五

五
）
銀
札
を
発
行
し
た
が
、
こ
れ
が
物
価
高
を
ひ
き
起

し
て
交
易
・
金
融
は
大
混
乱
に
陥
り
（
宝
暦
の
銀
札
く
ず
れ
）
、
そ
の
後
始
末

の

た

め

に

藩
財
政
は
い
っ
そ
う
行
き
詰
っ
た
。
治
脩
の
天
明
五
年
（
一
七
八

五
）
に
は
、
借
金
米
高
、
国
元
・
江
戸
・
京
都
合
せ
て
、
銀
一
一
、
七
三
〇

貫
、
金
一
八
二
、
八
〇
〇
両
、
米
三
四
四
、
四
〇
〇
石
に
達
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
藩
財
政
の
窮
乏
を
切
り
ぬ
け
る
た
め
に
、
非
常
処
置
と
し
て
と
ら
れ
た
方

策
が
借
知
で
あ
る
。
借
知
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た

が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
か
ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
間
に
も
一
割

半
以
下
の
借
知
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
一
方
こ
の
よ
う
な
藩
財
政
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
方
策
と
し
て
、
治
脩
の

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
産
物
方
が
設
置
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
の
中
期
以
後
、

国
産
の
奨
励
と
藩
の
専
売
に
よ
っ
て
新
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
設
け
ら
れ

た

の

が
各
藩
の

産
物
方
や
国
産
会
所
で
あ
り
、
そ
の
場
合
特
定
の
商
人
を
協
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
た
か

者

と
し
て
参
加
さ
せ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
加
賀
藩
で
は
藩
士
村
井
長
窮
が

産
物
方
主
附
に
任
ぜ
ら
れ
、
縮
・
木
綿
・
縞
木
綿
・
紬
・
絹
な
ど
の
農
村
手
工

業
、
陶
器
（
金
沢
）
・
椀
（
魚
津
）
な
ど
の
都
市
工
業
及
び
漁
村
の
網
の
仕
入

な
ど
に
対
し
産
物
銀
の
貸
与
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
発
展
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か

し
こ
の
政
策
も
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
領
内
産
業
の
未
成
熟
と
産
物
銀
の
貸
与

額
に
限
度
額
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
不
成
功
に
終
わ
り
、
天
明
五
年
（
一
七

八
五
）
前
藩
主
重
教
の
「
院
政
」
の
開
始
と
と
も
に
産
物
方
は
廃
止
さ
れ
た
。

　
村
井
に
か
わ
っ
て
登
場
し
た
富
田
彦
左
衛
門
・
池
田
権
左
衛
門
ら
は
、
新
開

・

手

上

（収
穫
の
見
積
を
ひ
き
上
げ
る
こ
と
）
・
変
地
起
替
（
不
毛
地
や
畑
地

七
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を

田
に
地
目
変
換
す
る
こ
と
）
な
ど
の
督
励
や
、
桑
畑
よ
り
の
年
貢
増
徴
な
ど

の

米
穀

第
一
主
義
の
政
策
を
復
活
さ
せ
、
そ
の
上
徳
政
（
領
内
借
銀
の
棒
引

き
）
ま
で
も
実
施
し
た
。
し
か
し
翌
年
の
重
教
の
死
に
よ
っ
て
富
田
・
池
田
ら

が
逮
捕

さ
れ
る
に
い
た
り
、
こ
の
反
動
的
な
政
策
も
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
以
上
が
宝
暦
期
（
一
七
五
〇
年
代
）
か
ら
寛
政
期
（
一
七
九
〇
年
代
）
に
い

た

る
ま
で
の
藩
財
政
の
概
略
で
あ
る
が
、
寛
政
期
の
藩
財
政
は
元
禄
期
に
比
べ

て

遙
か
に

苦
境
に

立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
寛
政
期
に
明
倫
堂

が
造
営

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
藩
財
政
の
窮
乏
は
、
領
内
に
商
品
経
済
の
発
展
が
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
そ
れ
に
み
合
っ
た
産
業
政
策
が
進
ま
ず
、
藩
財
政
は
い
つ
ま
で
も
年
貢

米
を

基
礎

と
す
る
米
穀
第
一
主
義
を
脱
却
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
商
品
経
済
の
発
展
の
結
果
と
し
て
、
士
・
庶
の
生
活
が
奢
修
に
流
れ
、
歌
舞

伎
・
踊
・
遊
興
・
博
変
が
流
行
し
、
社
会
全
般
の
風
俗
の
ゆ
る
み
が
顕
著
に
な

っ

て

く
る
点
は
、
地
方
都
市
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向

の

庶
民
の

間
に
滲
透
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
つ
か
よ
み

は

「
村
方

（
町
方
）
二
日
読
」
が
下
附
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
幕
府
の
慶
安

の

御
触
書
と
同
様
、
年
貢
収
納
第
一
と
そ
の
た
め
の
農
民
教
化
を
め
ざ
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
も
い
り

の

生
活
を

厳
し
く
規
制
す
る
八
二
か
条
か
ら
な
る
も
の
で
、
村
肝
煎
（
町
年
寄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ま
ふ
り

が
毎
月
二
日
つ
つ
百
姓
・
頭
振
・
下
人
な
ど
を
集
め
て
、
こ
れ
を
読
ん
で
聞
か

せ
た

こ
と
か
ら
二
日
読
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
二
日
読
が
町
在
の
も
の
に
対
す
る
教
化
を
め
ざ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

藩
士
や
十
村
を
教
化
す
る
役
割
を
も
っ
て
創
設
さ
れ
た
の
が
明
倫
堂
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
藩
士
を
対
象
に
し
て
儒
学
（
朱
子
学
）
を
講
釈

し
、
身
分
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化
し
て
士
気
の
興
揚
を
は
か
り
、
藩
の
危
機

を

克
服
す

る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
倫
堂
創
立

の

当
初
は
、
幕
末
期
の
場
合
の
よ
う
に
特
定
の
人
材
の
育
成
を
学
校
に
求
め
る

と
い
う
よ
り
は
、
五
倫
道
徳
に
向
っ
て
、
文
字
通
り
四
民
を
教
導
し
教
化
す
る

八

こ
と
が
そ
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
寛
政
期
に
明
倫
堂
が
造
営
さ
れ
た
の
は
、
こ

の

時
期
に
藩
財
政
の
窮
乏
化
が
一
段
と
深
ま
り
、
社
会
全
般
の
風
俗
の
ゆ
る
み

が
顕
著
に

な
り
、
藩
首
脳
に
と
っ
て
は
、
そ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
、
右

の

よ
う
な
教
化
政
策
と
そ
の
中
心
機
関
の
必
要
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

注
1
　
前
田
綱
紀
の
治
績
に
つ
い
て
は
若
林
喜
三
郎
前
田
綱
紀
（
吉
川
弘
文
館
　
一

　
　
　
九
六
一
）
に
よ
っ
た
。

　

2
　
金
沢
市
史
学
事
編
第
一
　
一
一
－
一
二
頁

　

3
　
同
　
九
ー
一
〇
頁

　

4
　
加
賀
藩
史
料
第
一
〇
編
二
二
八
頁

　

5
同
三
二
頁

　

6
　
加
賀
藩
家
臣
団
の
身
分
制
に
つ
い
て
は
石
川
県
史
第
三
編
一
1
＝
頁
及
び
若
林

　
　
　
喜
三
郎
前
掲
書
六
一
ー
七
一
頁
参
照

　

7
　
加
賀
藩
史
料
第
一
〇
編
三
四
六
－
三
四
八
頁

　

8
同
三
四
一
－
三
四
三
頁

　

9
　
こ
の
全
文
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

時
　
間
　
割
　
覚

　
　
一
、
掛
役
人
は
、
替
々
毎
日
両
学
校
え
罷
出
可
レ
申
候

　
　
一
、
諸
生
無
レ
之
候
と
も
、
習
学
之
者
、
朝
五
時
過
よ
り
八
時
頃
迄
毎
日
罷
出
可
レ
申

　
　
　
　
候

　
　
一
、
講
日
は
一
ケ
月
六
日
に
相
極
、
講
釈
可
仕
候
、
但
聴
聞
人
諸
士
並
歩
並
迄
一
切

　
　
　
　
町
在
之
一
切
と
朝
夕
に
分
け
、
罷
出
可
レ
申
候

　
　
一
、
和
学
・
天
文
・
歴
学
・
算
法
等
之
稽
古
之
た
め
、
一
ケ
月
日
数
六
日
程
相
定
、

　
　
　
　
時
間
割
を
分
ち
、
右
等
之
稽
古
可
レ
仕
候

　
　
一
、
医
学
井
本
草
之
稽
古
之
た
め
、
毎
日
両
日
程
日
を
極
置
可
レ
申
候
、
但
右
ニ
ケ

　
　
　
　
条
日
数
八
日
之
分
は
、
儒
学
之
助
教
・
読
師
等
可
レ
為
二
休
日
一
候
、
学
頭
は
講

　
　
　
　
日
必
罷
出
可
レ
申
候
、
諸
生
等
一
通
り
之
稽
古
之
分
は
、
折
々
出
座
引
可
レ
仕
候

　
　
　
、
読
師
は
朝
五
時
出
座
、
退
出
は
稽
古
之
人
数
に
従
ひ
可
レ
申
候

　
　
　
、
学
頭
・
助
教
は
四
時
よ
り
出
座
可
レ
仕
候
、
退
出
は
講
述
等
に
従
ひ
遅
速
可
レ

　
　
　
　
有
レ
之
候

　
　
一
、
毎
月
六
日
程
課
日
を
相
極
置
、
歴
史
之
会
読
、
且
詩
文
章
之
類
を
相
勤
、
是
を

　
　
　
　
以
才
学
之
す
s
み
を
相
試
可
レ
申
候
事

　
　
一
、
助
教
・
読
師
は
教
育
之
根
本
に
候
間
、
於
二
学
校
一
之
作
法
且
又
常
々
行
状
急
度

　
　
　
　
相
心
得
可
レ
申
候

　
右
之
通
被
二
仰
出
一
候
条
可
レ
被
レ
得
二
其
意
一
候
事

　
　
寛
政
四
壬
子
六
月
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石
川
謙
　
学
校
の
発
達
（
岩
崎
書
店
　
一
九
五
一
）

日
本
教
育
史
資
料
第
二
冊
八
八
ー
八
九
頁

加
賀
藩
史
料
第
一
〇
編
三
一
二
頁

石

川
謙
前
掲
書
一
六
三
頁

以
下
の
加
賀
藩
財
政
に
関
す
る
記
述
は
若
林
喜
三
郎

一
九
五
七
）
に
よ
っ
た
。

一
七
三
－
一
七
七
頁
参
照

銭
屋
五
兵
衛
（
創
元
社

　
　
　

二
、
享
和
期
及
び
文
政
期
の
学
制
改
革

　
　
　
　
　

　
　
　
　
一
　
享
和
期
の
学
制
改
革

　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
な
が

　
第
一
二
代
藩
主
前
田
斉
広
（
天
明
二
年
〔
一
七
入
二
〕
ー
文
政
七
年
〔
一
八

二

四
〕
）
は
、
家
督
を
相
続
す
る
と
間
も
な
く
、
享
和
二
年
（
一
入
〇
二
）
一

〇
月
に
は
諸
頭
に
対
し
、
同
年
二
一
月
に
は
入
持
組
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
参

会
遊
芸
」
な
ど
奢
移
の
生
活
を
慎
み
、
　
「
文
武
之
心
懸
」
を
大
切
に
す
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
エ
　

と
を
戒
め
て
い
る
。
翌
三
年
正
月
に
は
諸
士
に
対
し
、
「
か
け
の
諸
勝
負
」
「
か

こ
ひ
女
」
な
ど
の
禁
止
、
そ
の
他
慶
弔
・
所
持
品
な
ど
に
関
す
る
一
一
か
条
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　

示

し
て
奢
修
を
戒
め
た
。
同
時
に
諸
士
・
町
入
及
び
百
姓
の
服
装
に
関
し
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

事
項
八
か
条
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
閏
正
月
に
は
諸
頭
に
対
し
、
　
「
文
武
之

道
を

慢
り
」
　
「
奢
移
之
風
儀
」
に
移
り
、
　
「
無
用
之
参
会
過
酒
い
た
し
候
者
」

の

あ
る
こ
と
は
「
沙
汰
之
限
り
不
心
得
之
至
」
で
あ
る
と
し
、
厳
重
に
慎
む
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

き
こ
と
を
諭
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
あ
い
つ
ぐ
教
諭
は
、
明
倫
堂
の
教
化
活
動
を
い
は
ば
補
強
す
る
意

味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
教
諭
の
直
後
に
明
倫
堂
の
学

制
改
革
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
享
和
三
年
（
一
入
〇
三
）
四

月
、
斉
広
は
諸
士
に
対
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
明
倫
堂
改
革
の
方
針
を
示
し
て
勤

学
を
督
励
し
た
。

　
　
定
（
5
）

学
文
之
本
意
は
、
書
物
之
理
に
通
達
し
、
聖
人
之
遺
訓
を
法
則
と
し
て
、
五
倫
之
道
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

守
り
、
分
限
に
応
じ
都
而
有
用
之
儀
を
可
致
修
業
之
儀
、
い
つ
し
か
本
意
を
遺
却
し
、

儒
行
之
者
は
博
識
を
事
と
す
る
而
巳
に
而
、
世
事
を
外
に
し
、
御
国
家
之
用
を
な
し
候

　
儀
曽
而
無
之
候
。
以
来
は
於
学
校
有
用
之
儀
を
可
修
行
た
め
、
別
に
討
論
之
席
を
設
、

　
識
之
多
少
に
よ
ら
ず
実
志
輩
は
此
席
へ
入
、
有
用
之
義
を
論
じ
、
学
頭
等
与
是
非
を
弁

　

じ
、
事
理
を
諭
し
、
行
状
を
責
可
教
致
導
候
。
若
私
之
意
地
を
立
、
会
得
致
し
兼
候
族

　
有
之
節
者
、
可
達
御
聴
候
。
理
非
に
依
可
被
為
及
御
裁
断
候
。
且
又
講
義
・
会
読
等
者

　
勿
論
、
習
学
之
書
生
た
り
土
ハ
、
右
之
趣
意
を
含
可
致
教
諭
儀
尤
候
事
。

　
右
之
通
可
申
渡
被
仰
出
者
也

　
　
　
亭
和
三
癸
亥
年
四
月

　

こ
れ
に
よ
る
と
こ
れ
ま
で
の
明
倫
堂
の
学
内
は
、
そ
の
本
意
で
あ
る
「
五
倫

之
道
を

守
り
、
分
限
に
応
じ
都
而
有
用
之
儀
を
可
致
修
業
之
儀
」
を
忘
れ
、
た

だ
博
識
を
誇
っ
て
い
る
だ
け
で
、
　
「
御
国
家
」
　
（
加
賀
藩
を
指
す
ー
筆
者
）
の

役
に

は

少
し
も
立
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
今
後
学
校
で
は
「
有
用
之
儀
」
を
修

業
す

る
た
め
、
新
た
に
討
論
の
席
を
設
け
る
の
で
、
知
識
の
多
少
に
か
か
わ
ら

ず

こ
れ
に
出
席
し
、
学
頭
ら
と
「
有
用
之
儀
」
を
論
じ
教
導
を
受
け
よ
と
い
う

わ
け

で
あ
る
。

　
享
和
三
年
と
い
え
ば
明
倫
堂
が
開
か
れ
て
か
ら
一
一
年
目
で
あ
る
。
お
よ
そ

一
〇

年
に

し
て
、
明
倫
堂
の
教
学
は
そ
の
軌
道
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た

の

で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
朱
子
学
を
奉
ず
る
明
倫
堂
で
は
、
そ
の
方

法

と
し
て
講
釈
が
中
心
で
あ
り
、
会
読
や
討
論
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
と
は
、
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
開
校
以
来
一
〇

年
間
の
教
学
は
、
藩
に
と
っ
て
「
有
用
之
義
」
を
教
導
し
、
有
用
の
士
を
養
成

す

る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
儒
学
の
講
釈
に
よ
っ
て

身
分
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化
す
る
だ
け
で
は
あ
ま
り
国
家
の
役
に
は
立
た
な

い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
藩
士
の
朱
子
学
的
教
養
と

い

う
目
的
を
一
歩
進
め
て
、
藩
に
と
っ
て
有
用
の
士
す
な
わ
ち
人
材
の
育
成
を

め

ざ
す
と
い
う
、
明
倫
堂
の
教
学
方
針
に
お
け
る
明
ら
か
な
変
化
が
み
ら
れ
る

の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
方
針
の
変
化
は
、
必
然
的
に
未
成
年
者
に
対
す
る
教
育
に
注
意

を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
習
学
之
書
生
た
り
共
、
右
之
趣
意
を
含

可
致
教
諭
儀
尤
候
事
」
と
し
て
、
未
成
年
者
に
対
す
る
教
育
が
次
第
に
重
視
さ

九
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れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
う
し
た
方
針
の
も
と
に
改
め
ら
れ
た
学
習
の
日
割
は
つ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。三

　
　
　
　
　
　
（
6
）

毎

月
稽
古
割

日
　
夕
八
時
よ
り

八
　
　
日
　
同

十

三

日
　
同

十

八

日
　
同

二

十
三
日
同

二
十
六

日
　
同

但
七
月
三
日
よ
り
稽
古
相
始
候
事
。

論
語
集
註
　
人
持
・
頭
分
子
弟
共
、
御
大
小
将
六
組
子
弟

　
　
　
　
　
共
、
御
大
小
将
御
用
番
支
配
之
人
々
子
弟

　
　
　
　
　
共
。

孟
子
集
註
　
御
馬
廻
十
二
組
子
弟
共
、
右
御
用
番
支
配
之

　
　
　
　
　
人
々
子
弟
共
。

小
　
　
学

論
語
集
註

孟
子
集
註

小
　
　
学

二
十
八

日
　
同
　
　
　
　
　
孝
　
　
経

一、

御
近
習
之
面
々
者
毎
月
三
日
・
八
日
講
日
出
座
。

一、

人
持
以
下
毎
月
二
十
八
日
之
外
、
講
日
不
時
出
座
勝
手
次
第
之
事
。

一、

陪
臣
之
分
毎
月
二
十
八
日
之
講
日
不
時
出
座
之
事
。

　
　
四
月
よ
り
八
月
迄
朝
五
時
よ
り
四
時
迄
、
九
月
よ
り
三
月
迄
朝
五
半
時
よ
り
四
半

　
　
時
迄
。

毎
朝
習
学
　
但
佳
節
・
朔
望
除
之
。

六
・
六
朝
四
時
よ
り
二
・
七
夕
八
時
よ
り
　
　
　
　
　
生
徒
会
読

定
番
御
馬
廻
八
組
子
弟
共
、
組
外
四
組
子
弟

共
、
右
御
用
番
支
配
之
人
々
子
弟
共
、
寺
社

奉
行
支
配
平
士
子
弟
共
、
御
射
手
御
異
風
子

弟
共
。

町
同
心
・
火
矢
御
用
・
御
厩
方
・
新
番
組
・

御
歩
小
頭
・
三
十
人
頭
・
御
医
者
・
御
茶
堂

頭
・
坊
主
頭
・
同
並
・
新
番
組
御
歩
子
弟
共
。

与
力
・
御
大
工
・
御
鷹
匠
・
六
組
御
歩
・
右

人
々
子
弟
共
。

定
番
御
歩
・
御
鷹
役
等
・
御
歩
並
・
御
算
用

者
・
御
料
理
人
・
御
細
工
者
・
町
奉
行
支
配

・

町
下
代
・
御
細
工
人
等
、
右
人
々
子
弟

共
。足
軽
・
坊
主
・
小
者
子
弟
共
、
町
在
之
者
。

十
七

日
、
二
十
二
日
、
二
十
六
日
、

四

日
、
九
日
、
十
四
日
、
十
九
日
、

二
十
九
日

二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、

二
十
七
日

十
　
　
日
　
　
助
教
読
師
勤
学

二
十
五
日
　
　
生
徒
勤
学

二
日
、
六
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
六
日
、

六五四三

日日日日

十

一
日

十

四
日

十

七

日

十

九

日

二

十
日

朝
四
時
よ
り

夕
八
時
よ
り

夕
八
時
よ
り

夕
八
時
よ
り

夕
八
時
よ
り

朝
四
時
よ
り

夕
八
時
よ
り

二
十
四

日
　
夕
八
時
よ
り

二
十
九

日
　
同

礼算医算

法学学学

礼算算和医

法学学学学

医
　
学

二
十
七
日

二
十
四
日

二
十
二
日

一
〇

朝
四
時
よ
り
会
　
読

朝
八
時
よ
り
易
　
　
学

夕
八
時
よ
り
討
　
　
論

宮
井
柳
之
助
・
馬
淵
源
之
丞

和
田
耕
蔵

昼
九
時
よ
り
中
島
瀬
太
夫
・
飯
山
紹
左
衛
門

夕
八
時
よ
り
渡
辺
喜
内

宮
井
柳
之
助
・
馬
淵
源
之
亟

和

田
耕
蔵

昼
九
時
よ
り
中
島
瀬
太
夫
・
飯
山
紹
左
衛
門

夕
八
時
よ
り
渡
辺
喜
内

　

こ
の
稽
古
制
を
開
校
当
初
の
も
の
と
比
べ
て
第
一
に
目
に
つ
く
こ
と
は
、
儒

学
の
講
席
が
、
さ
き
に
は
一
講
日
に
朝
・
夕
二
回
合
せ
て
一
一
回
開
か
れ
て
い

た

の

に

対

し
、
今
度
は
一
講
日
に
一
回
合
せ
て
七
回
開
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
と

い

う
点
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
、
人
持
以
下
陪
臣
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ

割
り
当
て
ら
れ
た
講
席
以
外
の
講
席
へ
も
出
席
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
講
日
の
出
席
に
関
し
、
身
分
的
制
限
が
い
く
ら
か
緩
和
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
易
学
に
つ
い
て
は
、
講
日
を
六
回
に
増
加
さ

せ
て

し
か
も
出
席
者
を
指
定
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

易
学
に
つ
い
て
は
他
の
経
書
と
は
異
な
り
、
生
徒
（
素
読
終
了
者
）
を
対
象
に

し
て
、
長
期
の
計
画
に
も
と
ず
く
教
科
書
教
授
が
行
な
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
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つ
ぎ
に
講
席
が
減
ら
さ
れ
た
か
わ
り
に
会
読
・
討
論
が
大
幅
に
増
加
し
て
い

る
。
さ
き
に
は
課
目
は
四
・
九
の
日
、
す
な
わ
ち
月
に
し
て
六
回
で
あ
っ
た
の

が
、
今
度
は
会
読
九
回
と
討
論
六
回
、
合
せ
て
一
五
回
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
こ
の
会
読
・
討
論
に
は
出
席
上
の
身
分
的
制
限
が
無
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お

文
化
元
年

（
一
八
〇

四
）
六
月
に
は
、
　
「
有
用
之
義
」
を
修
行
す
べ
き
は
ず
の

討
論
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
「
古
語
之
内
、
古
へ
の
事
蹟
」
な
ど
当
面
の
問

題
に

関
係
の
無
い
こ
と
ば
か
り
ゃ
り
と
り
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
助
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に

限
っ
て
討
論
を
廃
止
し
て
対
策
を
課
す
る
こ
と
に
し
た
。
続
い
て
翌
二
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

月
に
は
読
師
の
討
論
を
廃
止
し
た
の
で
、
結
局
生
徒
に
の
み
討
論
の
席
が
残
さ

れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
つ

ぎ
に
儒
学
以
外
の
学
科
で
は
算
学
・
医
学
・
礼
法
に
重
点
を
お
い
て
そ
の

稽

古
日
を
増
加
し
、
か
わ
っ
て
律
令
・
天
文
・
歴
学
が
無
く
な
り
、
三
・
入
の

日
の
午
前
と
午
後
に
あ
っ
た
和
学
の
稽
古
日
は
た
っ
た
の
一
回
に
減
ら
さ
れ
て

い

る
。
な
お
医
学
に
つ
い
て
は
文
化
四
年
（
一
入
〇
七
）
三
月
「
於
学
校
医
学

稽

古
三
日
之
内
一
日
本
艸
之
会
読
被
仰
付
、
十
一
日
は
書
生
致
輪
読
講
、
無
泥

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

詰
問
有
之
可
然
旨
」
達
せ
ら
れ
、
稽
古
日
三
日
の
う
ち
一
日
は
会
読
と
な
っ
て

い
る
。

　
以

上
は

「
有

用
之
義
」
を
重
視
し
た
改
革
方
針
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に

し
て
も
「
有
用
之
義
」
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
治
乱

興
亡
の

原
理
を

実
証
的
に

究
明
す
る
歴
史
科
や
律
令
や
詩
文
を
内
容
と
す
る
形

政
科
を

採

用
し
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
享
和
三
年
七
月
、
儒
学
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

外
の
学
科
の
稽
古
日
に
陪
臣
の
出
席
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
が
、
文
化
五
年
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

一
八
〇
八
）
九
月
、
従
前
通
り
陪
臣
の
「
習
学
会
読
日
に
出
席
勝
手
次
第
」
と

な
っ
た
。

　
つ

ぎ
に
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
ま
ず
月
九
回
の
生
徒
会
読
を
用
意
し
て
い

る
。
ま
た
さ
き
に
は
五
・
十
（
一
五
日
を
除
く
）
及
び
一
・
六
の
日
が
「
習

学
」
　
（
素
読
）
と
な
っ
て
い
た
の
を
、
今
度
は
「
毎
朝
習
学
」
　
（
佳
節
・
一
日

一
五

日
を
除
く
）
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
日
本
教
育
史
資
料
第
二
冊
で
は
こ

の

「
習
学
」
が
「
習
字
」
と
な
っ
て
い
る
。
金
沢
市
史
学
事
編
も
そ
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
大
き
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
初
学
者
の
学
習
課
程

が
重
視

さ
れ
て
い
る
点
で
は
か
わ
り
が
な
い
。
以
上
の
諸
点
は
さ
き
に
も
触
れ

た

よ
う
に
、
こ
の
学
制
改
革
が
未
成
年
者
教
育
を
重
視
し
は
じ
め
て
い
る
点
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
や
が
て
学
校
に
お
け
る
素
読
生
の
行
儀
作
法
や
学
習
上
の

心
得
が

注
意

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
化
三
年
（
一
入
〇
六
）
四
月
つ
ぎ
の
よ

う
な
素
読
生
に
関
す
る
規
程
が
制
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
塘
）

　
　
　

諭
読
書
生
条
々

　
　

三

日
　
十
三
日
　
廿
三
日

　
右
毎
月
於
学
校
、
辰
之
上
刻
よ
り
午
の
下
刻
迄
、
四
書
五
経
温
習
候
事
。

　
一
、
学
校
罷
出
候
而
無
用
之
咄
合
等
不
仕
、
尤
稽
古
相
済
候
者
直
に
退
出
可
仕
事
。

　
一
、
辞
儀
挨
拶
之
儀
者
、
節
義
之
第
一
に
候
間
、
疎
略
之
振
舞
無
之
、
進
退
宜
敷
相
心

　
　
　
得
可
申
事
。

　
一
、
溜
列
居
之
儀
、
狼
り
に
着
座
不
仕
、
帳
順
を
以
主
付
名
前
懸
札
之
下
に
作
法
能
着

　
　
　
座
可
仕
事
。

　

一、

稽
古
相
初
り
候
而
は
、
別
而
狼
り
に
立
ち
さ
わ
ぎ
申
間
敷
事
。

　

一
、

稽
古
之
席
に
而
は
右
之
方
に
着
座
仕
、
句
読
相
授
り
候
者
左
之
方
に
着
座
候
而
、

　
　
　
尚
更
請
読
仕
候
而
相
済
候
者
退
出
可
仕
事
。

　

一
、

不
審
之
儀
師
長
に
な
ら
ひ
受
候
節
は
、
進
退
宜
敷
教
を
受
可
申
事
。

　

一
、

都
而
毎
部
読
了
之
後
、
前
書
失
忘
無
之
哉
試
可
申
候
。
若
失
忘
多
く
候
者
、
立
帰

　
　
　
り
温
習
い
た
し
可
申
候
。
後
書
へ
移
候
儀
任
指
図
可
申
事
。

　
一
、
他
人
之
長
短
過
悪
を
論
じ
、
或
は
出
座
之
前
後
争
ひ
申
間
敷
事
。

　
一
、
諦
読
之
法
徐
緩
に
し
て
、
声
音
響
亮
に
、
伊
吾
無
之
様
心
懸
可
申
事
。

　

一
、

素
読
は
学
問
之
楷
梯
に
候
間
、
素
読
一
通
り
相
済
候
者
、
義
理
之
会
得
を
心
懸
、

　
　
　
会
読
等
之
席
へ
罷
出
可
申
事
。

　
　
　
寅
四
月

　
　
　
　
　

　
　
　
　

二
　
文
政
期
の
学
制
改
革
と
教
諭
政
治

　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
や
す

　
第
二
ご
代
藩
主
前
田
斉
泰
（
文
化
入
年
〔
一
八
一
一
〕
ー
明
治
一
七
年
三

八
八

四
〕
）
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
家
督
を
相
読
し
た
が
、
そ
の
翌
年
三

一
一



199小松3加賀藩明倫堂の学制改革

月
明
倫
堂
の
講
日
そ
の
他
の
日
割
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

二

　
　
　
　
　
　
　
「
1
3
）

毎
月
講
日
等
之
日
割

日
　
朝
講
日
五
半
時
よ
り

　
　

夕
　
　
八
時
よ
り

七
　
　
日
　
朝
講
日
五
半
時
よ
り

夕
　
　
八
時
よ
り

十

二

日
　
朝
講
日
五
半
時
よ
り

十

七

日

夕朝夕
　講
　日
八五八
時半時
よ時よ
りより
　り

二
十
二
日
　
朝
講
日
五
半
時
よ
り

二
十
七
日

夕
　
　
八
時
よ
り

朝
講
日
五
半
時
よ
り

　
　
　
　
　
夕
　
　
八
時
よ
り

五
日
・
十
六
日
・
二
十
五
日
夕
八
時
よ
り 人

持
・
頭
分
共

御
大
小
将
六
組
・
同
御
用
番
支
配
、
右
之
人
々

子
弟
共
。
但
当
番
等
に
而
指
支
候
人
々
は
、
七

日
朝
夕
之
内
不
時
に
可
罷
出
事
。

御
馬
廻
六
組
、
子
弟
共
。
但
朝
番
等
之
人
々
は

夕
に
出
可
申
事
。

御
馬
廻
六
組
・
同
御
用
番
支
配
等
、
右
人
々
子

弟
共
。
但
昼
番
等
之
人
々
は
朝
に
出
可
申
事
。

定
番
御
馬
廻
子
弟
共
八
組
、
組
外
四
組
、
同
御

用
番
支
配
、
右
人
々
子
弟
共
。
但
当
番
等
に
而

指
支
候
は
ゴ
、
十
七
日
朝
不
時
に
可
罷
出
事
。

人
持
子
弟
共
。

頭
分
子
弟
共
。

寺
社
奉
行
支
配
、
平
士
、
御
射
手
、
御
異
風
、

町
同
心
、
火
矢
御
用
、
御
厩
方
、
新
番
組
御
歩

小
頭
、
三
十
人
頭
、
御
医
者
、
御
茶
堂
頭
、
坊
主

頭
、
竪
諸
小
頭
、
同
並
新
番
組
御
歩
、
右
人
々

子
弟
共
。
但
当
番
等
に
而
指
支
候
は
ゴ
、
二
十

二
日
朝
へ
不
時
に
可
罷
出
事
。

与
力
、
御
大
工
頭
、
御
鷹
匠
六
組
、
御
歩
、
定

番
御
歩
、
　
御
鷹
役
等
御
歩
並
、
　
右
人
々
子
弟

共
。
但
当
番
等
に
而
指
支
候
は
ゴ
、
二
十
七
日

朝
へ
不
時
に
可
罷
出
事
。

人
持
子
弟
共
。

御
算
用
者
、
御
料
理
人
、
御
細
工
者
、
町
奉
行

支
配
下
代
、
御
細
工
人
等
、
右
人
々
子
弟
共
。

足
軽
・
坊
主
・
小
者
子
弟
共
、
町
在
之
者
。

　
　
人
持
子
弟
会
読
。

一
二

四
・
九
昼
九
時
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
書
生
会
読
。

素
　
読
　
毎
朝
。
佳
節
・
朔
望
・
二
七
除
之
。

一、

御
近
習
之
面
々
は
、
毎
月
二
十
七
日
夕
之
外
講
日
出
座
勝
手
次
第
之
事
。

一、

厄
介
人
学
校
へ
出
座
不
指
支
人
々
は
、
毎
月
二
十
二
日
朝
講
日
不
時
出
座
之
事
。

一、

陪
臣
之
分
毎
月
二
十
七
日
朝
講
日
不
時
出
座
之
事
。

　
　
　
　
　
　

以
上

人
持
井
子
弟
会
読
に
罷
出
候
人
々
名
書
、
早
速
学
校
へ
差
出
可
申
候
。
且
右
之
人
々
、

若
気
滞
等
に
而
会
読
歓
座
之
節
は
、
其
時
々
学
校
へ
可
及
届
候
事
。

一
、

書
生

四
・
九
之
会
読
に
平
士
之
面
々
等
心
懸
罷
出
候
人
々
は
、
前
方
学
校
承
合
罷

　
　
出
可
申
事
。

一
、

講
日
組
当
り
に
其
頭
・
支
配
人
罷
出
候
儀
勝
手
次
第
之
事
。

一、

都
而
学
校
へ
罷
出
候
人
々
召
連
候
家
来
、
弁
門
内
外
腰
掛
等
に
而
高
声
等
不
仕
、

　
　
作
法
能
罷
在
、
下
馬
縮
足
軽
差
図
之
通
相
心
得
候
様
、
主
人
々
々
よ
り
厳
重
可
申

　
　
渡
事
。

一
、

人
持
井
子
弟
共
、
毎
月
講
日
聴
聞
定
日
之
外
、
二
日
宛
講
釈
聴
聞
被
仰
付
候
事
。

一、

頭
分
右
同
様
一
日
宛
被
仰
付
候
事
。

一、

人
持
之
子
弟
為
勤
学
、
一
ケ
月
三
日
会
読
被
仰
付
候
事
。
但
、
有
腺
人
も
年
若
猶

　
　
人
々
杯
心
懸
次
第
可
罷
出
事
。

一、

書
生

四
・
九
之
会
読
之
日
、
平
士
之
面
々
、
井
頭
分
之
子
弟
、
平
士
子
弟
共
罷

　
　
出
、
勤
学
仕
候
儀
勝
手
次
第
之
事
。
但
、
是
迄
も
本
文
之
通
に
候
得
共
、
此
度
猶

　
　
又
被
仰
出
候
。
　
（
下
略
）

　

こ
の
改
革
の
方
針
は
と
く
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
「
日
割
」
か
ら
読

み

と
れ
る
こ
と
は
つ
ぎ
の
諸
点
で
あ
る
。
ま
ず
講
席
を
ほ
ぼ
寛
政
期
の
も
の
に

戻

し
て
一
講
日
午
前
午
後
の
二
回
、
合
せ
て
一
二
回
を
増
加
し
て
い
る
。
そ
の

う
ち
人
持
・
頭
分
及
び
そ
の
子
弟
だ
け
に
当
て
ら
れ
た
講
席
が
四
回
あ
る
。
享

和
期
の
日
割
表
で
は
、
講
席
が
七
回
で
、
し
か
も
人
持
・
頭
及
び
そ
の
子
弟
だ

け

の

講
席

は
一
つ
も
無
い
か
ら
、
結
局
今
度
ふ
え
た
分
の
講
席
は
全
部
人
持
・

頭
分
及
び
そ

の

子
弟
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
上
に
、

人
持
及
び
子
弟
は
こ
の
定
日
の
ほ
か
に
毎
月
二
日
宛
、
頭
分
は
同
じ
く
一
日
宛

講
釈

を
聴
聞
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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つ

ぎ
に
会
読
に
つ
い
て
み
る
と
、
享
和
期
に
は
生
徒
会
読
と
一
般
の
会
読
が

そ
れ
ぞ
れ
月
九
回
あ
っ
た
の
を
、
今
度
は
月
三
回
の
人
持
の
子
弟
会
読
と
月
六

回
の
書
生
会
読
に
改
め
ら
れ
、
後
者
の
会
読
に
は
平
士
と
そ
の
子
弟
が
自
由
に

出
席
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
討
論
は
前
述
の
ご
と
く
助
教
、
読
師
と
逐

次
廃
止

さ
れ
て
き
た
が
、
今
度
は
討
論
も
対
策
も
全
廃
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
今
度
の
「
日
割
」
で
は
、
和
学
・
算
学
・
医
学
な
ど
の
諸
学
科
の
稽
古

日
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
学
科
が

廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
従
来
の
ま
ま
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
以

上
要
す
る
に
文
政
期
の
学
政
改
革
は
、
方
法
の
面
で
は
講
書
（
講
釈
）
を

重
視

し
て
会
読
の
回
数
を
減
じ
た
こ
と
、
及
び
対
象
の
面
で
上
層
藩
士
で
あ
る

人

持
・
頭
分
及
び
そ
の
子
弟
の
教
育
を
重
視
し
て
お
り
、
素
読
な
ど
初
等
教
育

に

関
し
て
は
特
別
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

　
で
は

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
上
層
藩
士
及
び
そ
の
子
弟
の
教
育
が
と
く
に
重
視
さ

れ

た
の

で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
化
・
文
政
期
の
藩

財
政
と
教
諭
政
治
の
動
向
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
－

　
第
一
ご
代
藩
主
斉
広
の
と
き
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
夏
、
経
世
家
海

保
青
陵
が
金
沢
に
き
て
翌
三
年
秋
京
都
へ
帰
っ
た
が
、
そ
の
間
数
回
の
講
演
を

行

な
い
ま
た
藩
士
に
書
を
送
っ
て
こ
れ
を
指
導
し
た
。
青
陵
は
、
　
「
国
を
富
ま

す
が
治
国
の
始
ま
り
な
り
」
　
（
海
保
儀
手
書
）
と
主
張
し
、
国
を
富
ま
す
と
は

他
国
の
金
を
吸
い
と
る
こ
と
だ
と
教
え
た
。
そ
し
て
当
面
の
具
体
策
と
し
て
大

阪
商
人
か
ら
の
借
銀
の
整
理
と
国
産
奨
励
と
が
急
務
で
あ
る
と
説
い
た
。

　

さ
き
の
安
永
期
の
産
物
方
主
附
で
あ
っ
た
村
井
長
窮
の
子
長
世
は
、
青
陵
経

済

学
の
心
酔
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
化
一
〇
年
（
一
入
二
二
）
産
物
方
が
再

興

さ
れ
る
と
、
こ
の
村
井
長
世
が
主
附
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
度
の
産

物
方
で
は
、
株
仲
間
の
結
成
に
よ
る
運
上
銀
の
増
徴
と
七
尾
酒
の
販
路
を
江
戸

に

求
め
る
と
い
う
二
つ
の
方
策
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
運
上
銀
の
増
徴
を
は
か

る
こ
の
政
策
は
生
産
者
の
利
害
と
衝
突
し
、
そ
の
強
い
反
対
に
あ
っ
て
翌
一
一

年
六
月
産
物
方
を
再
び
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
。

　

つ
い

で
文
政
元
年

（
一
入
一
入
）
入
月
三
た
び
産
物
方
が
開
始
さ
れ
、
村
井

長
世
が
再
び
そ

の

主
附
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
さ
い
も
産
物
銀
の
貸
与
に
よ
る

国
産
奨
励
と
江
戸
へ
の
販
路
開
拓
政
策
が
強
く
お
し
進
め
ら
れ
た
。
藩
は
、
金

沢
の
宮
腰
屋
甚
六
や
高
岡
の
井
林
屋
清
右
衛
門
な
ど
の
御
用
商
人
を
産
物
方
御

用
主
附
に
任
じ
、
彼
ら
の
手
を
経
て
越
中
の
布
・
木
綿
・
鉄
製
品
、
小
松
の
絹

・

釘
、
金
沢
の
菅
笠
な
ど
を
江
戸
へ
送
っ
た
。
こ
う
し
て
産
物
方
政
策
は
い
く

ら
か
の
進
展
を
み
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と
商
品
生
産
の
遅
れ
て
い

る
加
賀
藩
で
は
地
主
H
在
郷
商
人
の
成
長
が
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
で
ざ
ね

な
発
展
を
み
な
い
う
ち
に
第
一
三
代
藩
主
斉
泰
の
も
と
奥
村
栄
実
に
ょ
る
反
動

的

な
天
保
の
改
革
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
加
賀
藩
で
は
、
治
脩
の
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
以
来
五
〇
年

間
に
わ
た
っ
て
産
物
方
の
設
置
と
そ
の
廃
止
を
く
り
か
え
し
て
き
た
が
、
そ
の

背
後
に
は
つ
ね
に
保
守
的
な
米
穀
第
一
主
義
の
政
策
が
一
貫
し
て
い
た
。
斉
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

文
化

八
年

（ム

八
一
一
）
に
布
告
さ
れ
た
改
作
法
復
古
は
そ
の
好
例
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
村
々
の
田
畠
の
再
調
査
や
免
（
年
貢
米
を
課
す
る
率
）
の
詮
議

な
ど
に
ょ
り
租
税
の
増
徴
を
は
か
り
、
他
面
で
諸
費
の
節
約
を
励
行
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
村
が
こ
れ
に
積
極
的
に
協
力
し
な
か
っ
た
た
め
不
成

功
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
保
守
的
米
穀
第
一
主
義
が
、
商
品
経
済
の
発
展
と
い
う
歴
史
の

動
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
矛
盾
と
弱
点

を

補
強
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
れ
た
の
が
、
享
和
以
来
の
斉
広
の
い
わ
ゆ
る
教

諭
政

治
で
あ
っ
た
。
文
化
期
に
入
っ
て
も
斉
広
の
士
・
庶
に
対
す
る
教
諭
は
頻

繁
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
文
化
元
年
（
一
入
〇
四
）
三
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

家
老
に

命

じ
て
と
く
に
年
寄
の
風
儀
に
つ
い
て
監
視
さ
せ
て
い
る
。
続
い
て
同

三
年
一
ご
月
に
は
町
在
の
者
に
賭
博
及
び
類
似
の
行
為
を
禁
止
す
る
旨
を
布
令

　　
　し
、
同
四
年
正
月
…
に
は
諸
士
の
風
俗
を
正
し
、
文
武
の
心
懸
を
厚
く
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

教
諭
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
文
政
期
に
入
る
と
、
文
政
二
年
（
一
入
一
九
）
三
月
、
加
賀
・
能
登

一
三



197小松‡加賀藩明倫堂の学制改革

・

越
中
の
十
村
二
十
入
人
を
「
勤
方
不
届
」
の
故
を
も
っ
て
入
牢
を
命
じ
、
六

月
そ
の
う
ち
一
八
人
を
能
登
島
に
流
し
た
が
、
そ
の
間
六
人
は
牢
死
し
、
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
流
島
中
死
亡
し
て
い
る
。
同
三
年
八
月
に
は
、
五
か
年
間
の
節
約
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
子
女
が
流
行
を
追
っ
て
琴
・
三
味
線
の
稽
古
を

す

る
こ
と
な
ど
を
や
め
て
読
書
・
裁
縫
に
専
念
す
る
こ
と
、
家
作
・
飲
食
・
衣

服
・
器
物
な
ど
分
相
応
に
し
て
奢
修
に
流
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
他
諸
士
の
風
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を

正
す
た

め

に

必
要
な
事
項
を
詳
し
く
示
し
て
い
る
。

　
で
は

当
時
の
識
者
に
と
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
藩
財
政
の
行
詰
り
と
藩
士
の

風
俗
の

ゆ
る
み
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に

っ
い

て
、
藩
士
富
田
景
周
は
、
文
政
三
年
一
二
月
提
出
し
た
長
文
の
建
三
口
書

の

な
か
で
、
藩
主
を
補
佐
す
べ
き
上
士
の
責
任
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
厳
し
く
追
究

し
て
い
る
。

（上
略
、
）
人
持
之
人
々
は
勿
論
、
諸
頭
の
人
々
と
て
も
当
時
い
つ
れ
も
不
学
至
極
に

て
、
聖
道
の
意
味
の
深
長
な
る
を
窺
ひ
知
ら
ず
ゆ
ゑ
、
御
政
務
の
本
は
い
か
な
る
も
の

と
も
弁
へ
不
申
躰
に
御
座
候
。
偶
才
智
の
者
も
聖
王
賢
臣
の
仕
か
た
を
規
矩
と
も
致
さ

ず
、
ロ
バ
自
分
の
墳
細
吝
か
な
る
小
見
を
以
て
、
今
日
指
懸
り
御
財
用
は
小
利
を
目
に
か

け
候
事
の
み
に
て
、
　
（
中
略
）
ロ
バ
百
姓
は
年
貢
を
盗
み
候
様
に
察
し
、
少
々
に
て
も
作

物
の
利
得
あ
ら
ば
為
上
候
様
に
辛
く
あ
つ
か
ふ
を
手
が
ら
と
存
る
輩
、
十
人
に
八
・
九

人
御
座
候
。
　
（
下
略
）

（上
略
）
然
る
に
相
公
様
御
時
代
よ
り
、
諸
士
の
為
の
難
有
学
校
被
為
建
置
、
厚
き
御

教
育
之
思
召
之
所
、
右
御
意
気
通
り
を
御
家
中
之
人
々
等
閑
に
奉
存
、
諸
役
を
は
じ
め

学
校
出
座
相
学
候
者
、
諸
士
を
数
へ
十
ケ
一
も
無
之
躰
に
承
り
候
。
夫
を
格
別
の
御
答

も
無
之
故
、
弥
解
怠
候
を
常
に
仕
候
。
何
れ
も
左
の
み
恐
候
躰
も
無
御
座
候
。
夫
故
自

か
ら
無
学
文
盲
を
求
め
、
通
鑑
一
部
見
通
候
者
さ
へ
無
之
体
に
候
へ
ば
、
こ
の
輩
の
う

ち
よ
り
多
く
は
被
仰
付
候
役
人
故
、
元
よ
り
和
漢
古
今
年
々
政
苛
政
の
行
は
れ
し
其
所

以
を
も
尋
ず
、
縄
墨
な
し
に
家
を
作
る
ご
と
く
、
只
お
の
れ
が
見
る
所
を
み
て
当
座
の

　
め
く
る

利
に
昧
み
、
前
に
記
候
様
な
る
御
仁
化
の
御
治
体
は
迂
遠
に
し
て
、
中
々
今
の
世
態
に

は
培
あ
か
ず
（
下
略
）

（上
略
）
さ
れ
ば
人
持
組
は
高
知
に
て
人
望
も
自
然
と
可
有
之
間
、
先
づ
人
持
の
分
二

一
四

　
・
三
年
も
御
教
育
御
仕
立
被
仰
付
、
其
内
に
学
問
に
志
厚
く
、
聖
賢
の
道
に
よ
り
て
義

　
理
を
明
ら
め
、
之
を
能
其
身
に
行
ひ
て
、
忠
義
は
勿
論
、
親
に
孝
行
に
兄
弟
に
し
た
し

　
く
交
り
、
友
に
信
あ
り
て
身
持
よ
く
、
人
々
信
じ
て
世
の
そ
し
り
な
き
者
を
、
能
々
御

　
穿
整
の
上
御
取
挙
げ
、
小
暇
は
御
見
捨
被
遊
、
右
の
御
政
務
の
助
け
に
先
御
置
被
為
遊

　
候
は
S
、
事
整
ひ
可
申
与
奉
存
候
。
　
（
下
略
）

　

こ
の
よ
う
に
富
田
は
、
藩
政
の
困
窮
に
対
す
る
人
持
組
や
諸
頭
の
責
任
を
鋭

く
指
摘
し
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
彼
ら
を
教
育
し
て
学
問
に
導
き
、
五
倫

の

道
の

実
践
に
す
ぐ
れ
た
も
の
を
登
用
す
べ
き
こ
と
を
強
く
進
言
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
保
守
的
観
念
的
な
儒
学
主
義
で
藩
の
困
窮
を
救

え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
上
士
層
の
「
不

学
」
と
風
俗
の
ゆ
る
み
は
、
彼
が
重
ね
て
指
摘
し
て
い
る
通
り
事
実
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
事
実
に
対
し
、
斉
広
は
遂
に
そ
の
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。
文
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
く
ち

五
年

（
一
八
二
二
年
）
一
〇
月
、
博
突
そ
の
他
の
不
行
状
の
故
を
も
っ
て
、
一

色
源
右
衛
門
、
堀
与
一
右
衛
門
、
大
脇
六
右
衛
門
ら
を
流
刑
に
処
し
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

多
数
の
藩
士
を
閉
門
の
処
分
に
付
し
た
。
さ
き
の
十
村
の
処
分
や
こ
れ
ら
藩
士

の

処
分

は
、
斉
広
の
儒
学
的
理
想
主
義
に
立
つ
教
諭
政
治
の
挫
折
を
意
味
し

た
。
し
か
し
斉
広
は
な
お
も
教
諭
を
続
け
、
右
の
藩
士
の
処
分
の
発
表
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に

馬
廻
頭
・
小
将
頭
な
ど
頭
役
た
る
も
の
の
「
心
得
」
を
教
諭
し
、
翌
六
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

二
月
に
も
家
中
の
風
俗
改
善
に
関
す
る
条
項
を
老
臣
に
示
し
、
さ
ら
に
文
政
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

年
正
月
人
持
組
の
士
を
召
出
し
て
教
諭
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
年
教
諭

局
を

設
け
て

政
務
機

関
と
し
た
が
間
も
無
く
斉
広
が
病
没
し
た
の
で
廃
止
さ
れ

た
。　
さ
て
文
政
六
年
の
学
制
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な
教
諭
政
治
の
展
開
の
過
程

で
、
前
記
の
藩
士
の
処
分
の
行
な
わ
れ
た
翌
年
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の

内
容
は
前
述
の
ご
と
く
、
人
持
・
頭
分
及
び
そ
の
子
弟
の
教
育
を
重
視
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
人
持
組
を
厳
し
く
批
判
し
た
富
田
景
周
の
建
言
書
が
、
ど
の

程
度
斉
広

を
動
か
し
、
こ
の
学
制
改
革
に
つ
な
が
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

し
か
し
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
藩
士
処
分
と
同
時
に
示
さ
れ
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た
、
前
述
の
頭
分
の
「
心
得
」
の
冒
頭
に
「
今
般
人
多
に
答
申
付
候
事
に
付
云

々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
心
得
」
は
藩
士
処
分
問
題
に
つ
い
て
の
馬
廻
頭

や

小
将
頭
の
監
督
不
行
届
を
厳
し
く
戒
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
藩

士
処
分
の

一
件
が
、
富
田
の
指
摘
し
た
よ
う
な
人
持
・
頭
分
の
教
育
の
問
題
に

つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
も
ほ
ぼ
推
測
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
藩
士
や
庶
民
を
儒
学
の
教
を
も
っ
て
諭
し
導
い
て
い
こ
う
と
し
て
導
き
き
れ

ず
、
権
力
を
も
っ
て
藩
士
や
十
村
を
処
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

明
ら
か
に
暴
力
を
否
定
す
る
道
徳
的
理
想
主
義
の
矛
盾
で
あ
り
敗
北
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
は
い
う
ま
で
も
な
く
幕
藩
体
制
そ
の
も
の
が
生
み
出
し

た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
斉
広
は
、
そ
の
理
想
主
義
を
捨
て
き
れ
ず
、
人
持
・
頭

分
の

儒
教
的
再
教
育
に
よ
っ
て
何
と
か
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
に
違
い
な
い
。

文
政
期
の
明
倫
堂
の
学
制
改
革
が
、
人
持
・
頭
分
と
そ
の
子
弟
の
教
育
を
中
心

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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Astudy　on　the　reformation　of　the　feudal　school

　　　　　　　“Meirindo”of　feudary　Kaga（1）

Shukichi　KOMATSU

　　In　this　article，　we　make　clear　the　tendency　of　liberation　of　education　from　the

feudal　and　discriminatory　system，　in　the　later　years　of　the　Tokugawa　Period．


